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はじめに 

 

公共交通は、住民の日常生活、社会経済活動の基盤であり、豊かで活力に満ちた地域社会の実現に不可欠

なものである。一方で、高齢社会の進展や脱炭素社会の潮流、さらにはコロナ禍によるライフスタイルの変

化など、公共交通を取り巻く環境は、近年、大きく変化している。国においては、平成 19 年に「地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律」を制定し、区市町村主体による地域公共交通の維持・確保や利便性向上

への取組を推進する制度を整備した。また、地域公共交通の厳しい状況を踏まえ、この間の法改正において

も、地域の主体的な取組を進めるための枠組みを強化するなど、地域公共交通の活性化に向けた施策を積極

的に展開している。 

こうした中、葛飾区においては、令和元年に「葛飾区公共交通網整備方針」を策定し、バス交通の充実や地

域主体交通の構築など、誰もが安全・快適に利用できる公共交通網の実現に向けた取組を進めている。特に、

区内を南北に繋ぐ新たな交通ネットワークとなる新金線の旅客化については、東西を走る既存の鉄道網を繋ぎ

区内の交通利便性を大きく向上させるとともに、区全体の活性化にもつながる重要な取組として位置付けてい

る。区の過去の検討においては、国道６号との交差方法や事業性等の課題から、長期的な検討が必要であると

して長期構想路線に位置付けられたが、今般、各種法制度の整備や LRT 等の様々な交通システムの普及、貨物

路線の便数減少など、新金線を取り巻く環境が大きく変化するとともに、地域公共交通の重要性が増していく

中で、改めて旅客化に向けた検討が開始されたものである。 

こうした背景を踏まえ、本検討委員会は、旅客化の実現に向けた専門的な検討を行うことを目的に、令和４

年８月に関係機関や行政オブザーバーにより設置された。本委員会の下に専門的かつ技術的な検討を行うため

に設置した新金線旅客化検討幹事会での検討を含め、約３年間にわたり、旅客化に係る課題の整理や施設計画、

運行計画、事業性等の検討を重ね、実現に向けた議論を行ってきたことから、その結果について、本報告書に

取りまとめたものである。 
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第１章 新金線旅客化の意義 
１ 葛飾区の現状 

１－１  人口動態 

葛飾区の人口は、コロナの影響により一時は減少傾向だったが、令和７年１月には 469,916 人ま

で増加している。また、葛飾区の人口推計では、今後徐々に生産年齢人口と年少人口が減少し、65

歳以上の老年人口の増加基調が続く見通しとなっている。 

「葛飾区公共交通網整備方針(令和元年５月)」の策定に向けて行った区民アンケートでは、高齢

者ほど将来の移動に不安を感じていることが分かった。高齢社会の進展が見込まれる状況を踏まえ、

移動に困難を抱える高齢者や区内を移動するあらゆる人の日常生活を支えるために、公共交通の役割

は一層重要となっている。 

 

 

図  葛飾区の総人口と年齢構成の推移・将来推計 

出典：葛飾区基本計画(令和３年８月)より作成(2015 年、2020 年は住民基本台帳による実績値)  

 

 

図 区民アンケートの結果(10 年後の移動に不安を感じている人の割合) 

出典：葛飾区公共交通網整備方針(令和元年５月) 
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１－２  新金線沿線の都市構造 

「葛飾区都市計画マスタープラン(令和 5 年 12 月)」において、新金線沿線の新小岩駅、金町駅、

京成高砂駅周辺は、土地の有効・高度利用を図りながら広域的な商業・業務等多様な機能の集積、

良質な中高層住宅を誘導する「広域拠点」に位置付けられており、再開発事業等の都市基盤整備と

一体となった広域的な拠点形成に向けた取組が進められている。 

 
図 都市構造図 

出典：葛飾区都市計画マスタープラン（令和５年 12 月） 

 

 
図 公共施設の分布（左図）と病院の分布（右図） 

出典：葛飾区公共交通網整備方針（令和元年５月） 
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１－３  区内の公共交通網 

区内の鉄道網は６路線 12 駅と、都心方面と千葉県方面をつなぐ東西の鉄道網が充実している。ま

た、バス路線については、JR 常磐線と JR 総武線などの駅間を結ぶ基幹路線とこれを補う支線で構

成された約 60 路線が運行され、区内公共交通の軸として区民の移動を支えている。 

葛飾区では、高齢社会の一層の進展や訪日外国人旅行者の増加など社会状況の変化を踏まえ、区

が目指すべき公共交通網のあり方を定める「葛飾区公共交通網整備方針(令和元年 5 月)」を策定し

た。本方針では、公共交通の充実に向けて検討する地域を整理するほか、南北交通ネットワークの

充実や高齢者など移動制約者への対応等の課題を踏まえ、区内を移動するあらゆる人にとってわか

りやすく利用しやすい公共交通網を目指すこととしている。 

 

 

  

 

図 公共交通網整備方針図 
出典：葛飾区都市計画マスタープラン（令和５年 12 月） 

図 既存鉄道のネットワーク 

出典：葛飾区公共交通網整備方針（令和元年５月） 
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２ 国内における地域公共交通の現状 

 

地域公共交通は、区民の日常生活や社会経済活動を支える社会基盤であり、持続可能な都市・地域づく

りに向けて、将来にわたってその機能が十分に維持・確保される必要がある。加えて、脱炭素社会の実現

や都市の活力・魅力の向上、高齢者の移動に対する不安といった社会的な課題への対応が求められるな

ど、その役割は一層重要となっている。 

一方で、近年の人口減少・高齢化の進展やライフスタイルの変化を背景とした輸送需要の減少、運転手

不足の深刻化などにより、交通ネットワークの縮小やサービス水準の低下が危惧されており、地域公共交

通の維持は喫緊の課題となっている。 

このような状況を踏まえ、平成 19 年には、地域の主体的な取組によって地域公共交通の活性化を推進す

るため、地域公共交通に係る計画の策定やこれに基づき実施する事業等について定める「地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律」（以下「地域交通法」という。）が施行された。また、令和５年 10 月の改

正では、地域の関係者の連携・協働を通じ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワー

クへの「リ・デザイン」（再構築）を進めるための枠組みが創設・拡充されるなど、地域公共交通の活性

化に向けた取組を積極的に展開している。 

こうした法制度を背景に、令和５年８月には宇都宮市及び芳賀町において「芳賀・宇都宮 LRT」が開業

した。LRT を基軸とした階層性のある公共交通ネットワークの構築や、公共交通の利便性向上はもとよ

り、交流の促進による地域の活性化など地域の発展に大きく寄与する事業として、「地域交通法」に基づ

く軌道運送高度化事業を適用し、事業化が進められた事例である。整備手法としては、宇都宮市及び芳賀

町が軌道整備事業者として施設や車両を整備・保有し、第三セクターである宇都宮ライトレール株式会社

が軌道運送事業者としてそれらを借り受けて運行サービスを提供する「公設型上下分離方式」を採用して

いる。 

新金線旅客化においても、こうした地域公共交通に関する他の事例による検討プロセスや創意工夫、知

見等を参考にするとともに、法令改正等の経過を踏まえ、検討を行った。 
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３ 新金線旅客化の意義・目的 

区民の日常生活や社会経済活動を支える地域公共交通の充実は、葛飾区基本構想に掲げる区の将来像

「誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に自分らしく暮らし続けられるまち『葛飾』」の実現に不可欠

なものである。人口減少・高齢社会の進展や脱炭素社会への潮流など公共交通を取り巻く環境が大きく変

化する中、新金線旅客化は、沿線地域の公共交通の充実や、新小岩、高砂、金町といった区内の広域拠点

を繋ぐ南北公共交通の軸としての役割を担うものである。また、地域内の新たな南北交通ネットワークの

構築は、まちづくりへの効果や沿線をはじめとした地域社会への多面的な効果など、まちの持続的な発展

への寄与が期待される。 

以上を踏まえ、新金線旅客化は以下の３つの効果を担う、新たな地域公共交通として位置付け、「誰も

が自由に移動、交流、参加できる社会に向け、まちの価値を高め、将来にわたって、安全・安心・快適で

暮らしやすく、魅力あふれる地域社会の構築に貢献する交通機関」を目指し、検討を行った。 

 

 地域公共交通としての効果 

南北方向の交通ネットワークの充実や、高齢者等の移動制約者への対応など、区内の公共交通の課題

に対応した新たな地域公共交通としての効果 

 

 持続的に発展するまちづくりへの効果 

新小岩駅、金町駅、京成高砂駅といった広域拠点を繋ぎ、沿線地域の生活利便性を向上させること

で、沿線地域における新たな都市機能の創出や低未利用地の有効活用など、まちづくりの更なる発展へ

の効果 

 

 地域社会への多面的な効果 

誰もが利用しやすく、身近で利便性の高い公共交通ネットワークの構築により、地域間の交流や、社

会参加の創出、まちのイメージの向上など、活力ある地域社会につながる多面的な効果 

 

４ 新金線旅客化に求められる機能 

  新金線旅客化の意義・目的を踏まえ、新たな地域公共交通機関として求められる機能を整理した。 

 

 発着時間が読め、安心して乗ることができる （定時性） 

 区内の南北拠点間を短時間で行き来することができる （速達性） 

 南北の基幹的な交通需要に対応した乗車定員、運行本数 （輸送力） 

 新たなまちのシンボルとなる魅力ある交通機関 （シンボル性） 

 誰もがわかりやすく、利用しやすいサービス （利便性・快適性） 

 カーボンニュートラルを見据えた、環境にやさしい交通機関 （環境課題への対応） 
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第２章 旅客化の検討 
１ 新金線の概要 

新金線とは、新小岩信号場駅と金町駅を結ぶ約 6.6km の JR 総武線貨物支線であり、大正 15 年に当時の

国鉄により開通された。国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR 東」という。）が第一

種、日本貨物鉄道株式会社（以下「JR 貨物」という。）が第二種鉄道事業者となった。 

現在は１日あたり上下合わせて９本の貨物列車のほか、JR 東の工事用臨時列車が運行している。 

全区間が単線として運行されているが、既存の貨物線の西側（新小岩信号場駅から JR 常磐線との合流地

点まで）には、複線用の用地（以下「複線用地」という。）が確保されている。 

 

 

図 新金線平面図  

 

２ 検討の前提条件 

 現行の法令や基準、施設の現況の中で検討を行う 

検討時点での仮定として、現行の法制度や既存施設の現況の中で検討を行う。このため、検討の中で

挙げている課題、留意事項は、将来にわたって継続することを意味しない。 

 貨物列車や工事用臨時列車の運行は今後も存続するものとして検討を行う 

既存の貨物列車や工事用臨時列車の運行が将来にわたって存続することを前提とし、現在の運行状況

に影響を与えない。 

 鉄道用地の活用を基本とし、一般用地の活用は最小限となるよう検討を行う 

既存の貨物線用地及び複線用地を活用した施設計画を前提とし、民地等の一般用地の活用は最小限と

なるように検討を行う。なお、貨物線用地及び複線用地の活用については、事業化の際に JR 東及び JR

貨物とより詳細な調整が必要である。 
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３ システム選択 

３－１  適用する整備手法 
新金線を旅客化するにあたり、旅客線と貨物線で線路を共用するか、分離するかによって整備手

法が異なるため、複数のケースを設定して検討を行った。 

 

（１）旅客線と貨物線を共用 

既存の貨物線の線路を旅客車両が走行する整備方法である。既存の貨物線は、鉄道事業法により整

備されており、同一の施設で異なる法規を適用することはできないため、旅客線も鉄道事業法が適用

される。貨物線と併存して運行するため、既存線路に加え、行き違い用の線路を一定程度設ける。行

き違い線を設けて複線とした部分については、旅客車両と貨物車両の両方が走行可能な線形条件を適

用する必要がある。 

 

（２）旅客線と貨物線を分離 

複線用地に既存の貨物線とは別に新たに旅客車両専用の走行路を整備する方法である。貨物線に旅

客車両が乗り入れるなど旅客線と貨物線が施設を共用することはない。新たな走行路を鉄軌道として

整備するか、専用道路として整備するかによって導入車両や運行形態等が異なる。 

 

① 旅客線を鉄軌道で整備 

複線用地に新たに鉄軌道を整備する方法である。鉄軌道整備に関する適用法令は、鉄道事業法と軌

道法があるが、より小さな曲線半径や急勾配を採用することができる軌道法での整備として検討を行

った。基本的には駅部付近を複線として行き違いを行い、駅部以外については単線運行とすることと

した。 

 

② 旅客線を専用道路で整備 

複線用地に新たに専用道路を整備する方法である。専用道路の整備に関する適用法令は、道路運送

法と道路法があるが、区が一体的に整備することにより区の求めるサービス水準の維持ができること

などから、上下分離方式のスキームを用いることができる道路法での整備とし、運行については道路

運送法を適用するものとして検討を行った。基本的には駅部付近を２車線として行き違いを行い、駅

部以外については１車線で運行を行うこととした。 

 

 

図 整備手法毎のイメージ 
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３－２  車両種別 

新金線旅客化に求められる機能（P６）の観点から、車両に求められる機能を整理し、導入する車

両について検討を行った。 

 

表 新金線旅客化に求められる機能と車両に求められる機能 

 

 

（１）旅客線と貨物線を共用する場合及び旅客線と貨物線を分離して鉄軌道を整備する場合 

導入車両としては、普通鉄道車両と LRT 車両が想定されるが、LRT 車両は普通鉄道車両と比べる

と、一般的には床高が低く、道路から停車施設や車両への移動がスムーズに行えることに加え、軽量

であるため、騒音や振動が抑えられ、住宅街を走行する車両としてより適していると考えられる。 

このことから、旅客線と貨物線を共用する場合及び旅客線と貨物線を分離して鉄軌道を整備する場 

合においては、LRT 車両の導入を想定して検討を行った。 

 

（２）旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備する場合 

旅客線を走行する車両としては、連節車両を想定した。連節車両は乗車定員が多く、輸送力を確保

できるとともに、複数ドアによるスムーズな乗降が可能であるなど車両に求められる機能を充足する

ことから、旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備する場合においては、連節車両の導入を想定し

て検討を行った。 

なお、クリーンエネルギー(EV,FCV)で走行する連節車両は、現時点で国内メーカーでは生産されて

いない。このため、国内での開発状況を注視するとともに、デザイン性が高く、クリーンエネルギー

を利用した海外製車両の導入についても検討していくこととした。 

 

 

図 導入を想定する車両の諸元と車両イメージ 
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４ 検討ケースの設定 

旅客化の検討は、複数の検討事項が相互に関係するため、整備手法、導入車両、ルート上の課題への対

応方法を踏まえてケースを設定した。 

 

４－１  ルート上の主な課題と検討の方向性 
ケース設定にあたり、新金線旅客化に係る主な課題と検討の方向性を整理した。 

 

４－２  ケース設定 

 

（１）金町駅への接続 

金町駅構内の既存線路は現在すべて使用されており、旅客車両の走行や、新たに旅

客線を整備する余地がない。 

【検討の方向性】 

①旅客線を高架化し高架駅で発着 ②一般道路を走行して駅前広場で発着 

（２）国道６号との交差 

国道６号の交通状況に影響を与えないよう交差する必要がある。 

【検討の方向性】 

①旅客線・貨物線ともに高架化 ②旅客線のみ高架化 ③平面交差  

④一般道路を走行して平面交差 

（３）高砂踏切付近 

既存の貨物線の西側に複線用地が存在しているが、高砂踏切付近のみ貨物線が西側

へ移設されているため、複線用地を連続的に活用することができない。 

【検討の方向性】 

①旅客線・貨物線ともに高架化 ②旅客線のみ高架化 ③既存貨物線上を走行  

④一般道路を走行して迂回 
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５ 施設計画の検討 

５－１  ルート上の主な課題 
（１）金町駅への接続 

金町駅構内の既存線路は現在すべて使用されており、新金線旅客化に求められるサービス水準の運

行本数を前提とすると、旅客車両の走行や、新たに旅客線を整備する余地がない。また、金町駅構内

については JR 東の保守整備拠点となっているほか、JR 貨物による機関車の機回しに使用されてお

り、今後も継続して使用される見込みである。このため、ケースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅについては、金

町駅構内の既存の保守用線路上に高架橋を設置し、旅客線を走行させる検討を行った。また、専用道

路から一般道路へ接続するケースＦについては、一般道路を走行し金町駅へ接続する検討を行った。 

① 旅客線を高架化し高架駅で発着 

旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂ及び、旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅについ

て、金町駅構内は、既存の保守用線路上に高架橋による走行路新設を想定した。 

ただし、既存施設への影響を考慮した高架橋工事の実現性については、相当程度の困難が想定さ

れ、事業化の際にはその実現性について関係者との詳細な検証が必要である。 

 

図 既存線路上に高架橋を新設して接続する方法（ケースＡの例） 

② 一般道路を走行して駅前広場で発着 

旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備するケースＦについては道路運送法を適用した運行を想

定しており、一般道路の走行が可能である。このため、先で述べた高架橋工事の実現性が不明瞭であ

る点を回避するため、一般道路の走行による既存の金町駅北口駅前広場及び南口駅前広場への接続を

検討した。 

 

図 一般道路を走行し金町駅へ接続する方法 
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ア）北口ルート 

JR 常磐線と立体交差する一般道路（都市計画道路補助第 276 号線）を通り JR 常磐線北側に抜

け、金町駅北口駅前広場へ接続するルートである。 

既存の北口駅前広場への接続にあたっては、歩行者や乗降客の安全な動線や滞留スペースの確

保、理科大学通りからの連節車両のスムーズな走行に課題があることから、課題への対応が困難な

場合には、駅周辺エリアまでの暫定的な整備について検討が必要である。 

なお、北口駅前広場及びその前後の道路は拡張・拡幅整備が計画されており、事業の進捗に合わ

せて、将来的には拡張整備後の駅前広場に接続できるよう、まちづくりと連携を図る必要がある。 

 

イ）南口ルート 

国道６号を走行し、金町駅南口駅前広場に接続するルートである。 

既存の南口駅前広場への接続にあたっては、駅前横断歩道での歩行者の往来や国道６号の交通量

から、ピーク時における定時性・速達性に影響が出ることが想定される。また、既存交通への影

響を考慮すると、国道６号上には連節車両が停車する駅の設置は難しく、駅数の減少により利便

性が低下する可能性がある。 

 

 

北口ルートと南口ルートの特徴を考慮し、一般道路を走行するケースＦについては、水元公園等の

葛飾区北部への拡張性や総武線から東京理科大学への通学需要も見込める北口ルートを前提として検

討を行うこととした。 
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（２）国道６号との交差 

新金線は国道６号と交差しており、旅客化検討に際しては、既存の道路交通状況へ影響を与えない

ことを前提とした。なお、国道６号は新宿二丁目から金町六丁目付近において、主要交差点・鉄道踏

切を起因とする交通渋滞の緩和と沿道周辺の都市機能の改善を図る拡幅・立体事業（以下「新宿拡幅

事業」という。）が実施されている。新宿拡幅事業の計画縦断図では、新金線が高架化されることと

なっているが、現時点では、事業手法や完了時期が明らかとなっていない。このため、本検討では、

高架化による交差と平面交差の両案について検討を行った。 

ケースＡは貨物線と旅客線をともに高架化して交差、ケースＣは旅客線のみが高架化して交差、ケ

ースＢ，Ｄ，Ｅは貨物線に並行して平面交差、ケースＦは一般道路の走行による平面交差を想定する

こととした。 

 

 

 図 新宿拡幅事業計画縦断図  

出典：新宿拡幅事業パンフレット  

 

 

① 旅客線・貨物線ともに高架化 

旅客線と貨物線を共用し両線ともに高架化するケースＡについては、貨物車両の走行を考慮した

勾配を設定した。国道６号との交差部を高架化した場合、２つの踏切を盤下げすることで、７つの

踏切が除却されるが、１つの踏切で道路の横断が不可となる。 

 

② 旅客線のみ高架化 

旅客線と貨物線を分離し旅客線のみが高架化するケースＣについては、軌道法を適用するため、

貨物線と線路を共用するケースＡに比べ急勾配を採用できることから、踏切への影響は発生しなか

った。また、貨物線は平面のままと想定したため、除却される踏切はない。 

 

なお、新金線を高架化する場合は、新宿拡幅事業の進捗状況に応じて検討する必要があり、一定程

度の期間を要することが予想される。 
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③ 平面交差 

貨物線に並行して国号６号と平面で交差する方法について検討を行った。ここでは鉄軌道を新設

するケースＢ，Ｄについて記載するが、専用道路を新設するケースＥについても同様となる。 

ア）現状と検討の前提 

国道６号と新金線の交差部の新宿新道踏切には道路信号が設置されており、道路信号が青の場

合、道路交通法の規定により車両は踏切を一時停止しないで通過することができる。国道６号は自

動車交通量が多いため、道路渋滞時には、国道６号側の青信号の時間を長くすることで、道路交通

の円滑化を図る対応がとられている。また、貨物車両の通過時には鉄道信号と道路信号が連動し、

道路信号が赤となり踏切が遮断される。 

本検討における国道６号との平面交差については、国道６号の自動車交通に影響を与えないよ

う、国道６号の信号が赤の時にのみ旅客車両を通過させることとした。 

 

図 現在の新金線と国道 6 号との交差部（新宿新道踏切） 

イ）平面交差の方法 

軌道法を適用させるケースＤについては、道路信号に従い、横断する方法を想定する。 

鉄道事業法を適用させるケースＢについては、以下の２つが想定される。 

(ⅰ)旅客車両を踏切の手前で停止させ、国道６号の信号に合わせて遮断機を閉じ、道路を横断する方

法 

(ⅱ)国道６号付近で軌道法を適用させ、鉄道敷地外に新たに軌道用線路を敷き、道路信号に従い横断

する方法 

検討の結果(ⅰ)は国道６号の赤信号時間内に旅客車両を横断させられる時間的余裕がないことが

確認された。このため、鉄道事業法を適用するケースＢについて、(ⅱ)軌道法を適用させ、道路信

号で横断することとした。なお、ケースＢについては、新宿新道踏切付近以北は軌道法を適用する

こととした。 
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図 国道６号の信号サイクル 

 

 

図（ⅰ）踏切で国道６号を横断する場合の信号現示と旅客車両の踏切通過シミュレーション 

 

表 ケースＢにおける国道６号との平面交差の検討 
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ウ）平面交差における貨物線と旅客線の離隔 

ケースＢ，Ｄについて、国道６号を道路信号に従い横断する際の、貨物線と旅客線の位置関係に

ついて検討を行った。貨物線と旅客線の離隔について、「離隔無」の場合には旅客車両通過時に

おける歩行者の停止場所・方法に課題があり、「離隔有」の場合には貨物車両接近時に軌道内へ

の歩行者や自動車の取り残しの可能性がある。 

 

 

図 国道６号との平面交差における離隔の無と有のイメージ 

 

 

表 離隔無しと離隔有りの留意事項等 

 

 

 

新金線と国道６号が平面交差する場合は、関係機関と協議のうえ安全性を確保した交通処理の検

討が必要であり、現時点では実現性の担保が得られていない。 
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④ 一般道路を走行して平面交差 

国道６号との交差方法について、新金線を高架化する場合は、新宿拡幅事業の進捗状況に応じた検

討が必要で時間を要することが予想され、平面交差の場合は、現時点では実現可能性の担保が得られ

ていない。このため、旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備するケースＦにおいては、既存の一

般道路を走行し、中川大橋東交差点での交差を想定して検討を行った。 

 

 

図 中川大橋東交差点の位置 
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（３）高砂踏切付近 

既存の貨物線の西側には複線用地が存在しており、本検討ではこれを活用し旅客線を走行させるこ

とを前提としている。しかし、高砂踏切付近については、都市計画道路補助第 276 号線の整備により

既存の貨物線を西側へ移設しており、この周辺についてのみ西側に複線用地がないため、複線用地を

連続的に活用することができない。 

 

 

図 現況イメージ 

 

複線用地を確保する方法として、既存貨物線の再移設が考えられるが、周辺宅地環境への影響が大

きいことが想定されるため、再移設以外の対応方法について検討を行った。 

本検討においては、ケースＡ，Ｃ，Ｄ，Ｅについては高架化、ケースＢについては既存線路上を走

行、ケースＦについては一般道路を走行して迂回により対応することとした。 

 

① 旅客線・貨物線ともに高架化 

旅客線と貨物線で線路を共用するケースＡについては、国道６号を旅客線と貨物線の両方を高架

化して交差する想定だが、貨物線の勾配の関係から高砂踏切付近についても高架構造となる。 

 

② 旅客線のみ高架化 

旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅについては、高砂踏切付近を旅客線のみ高架化する

こととした。 

 

 
図 旅客線のみ高架化するイメージ 
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③ 既存貨物線上を走行 

旅客線と貨物線で線路を共用するケースＢについては、行き違いのために複線を設けることがで

きる部分では複線としているが、高砂踏切付近については単線とし、既存線路を活用することを想

定した。 

 

 

図 既存の貨物線上を走行するイメージ 

 

 

④ 一般道路を走行して迂回 

旅客線と貨物線を分離し、専用道路を整備するケースＦについては、高砂踏切以南で専用道路か

ら一般道路へ接続し、以北は一般道路を走行することを想定した。 

 

 

図 一般道路を走行して迂回するイメージ 

 

 

 

  



 

20 
 

５－２  その他の検討事項 

（１）新小岩駅への接続 

① 鉄軌道上を走行する場合 

鉄軌道上を LRT 車両が走行するケースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄについては、新小岩駅北側の交通結節点であ

る新小岩駅東北広場隣地への接続を検討した。新小岩駅との乗換利便性を図れるよう高架橋形式と

し、駅前広場の機能を維持しつつ、新小岩駅までのスムーズな動線を確保し、バリアフリーに配慮し

た構造となるよう検討した。 

 

 

図 新小岩駅東北広場上空の高架構造平面イメージ 

 

② 専用道路上を走行する場合 

専用道路上を連節車両が走行するケースＥ，Ｆについては、転回が必要であるため、新小岩駅東北

広場のロータリーを使用して転回することを想定した。連節車両の軌跡を考慮すると、既存バスベイ

等に支障するため、検討の進捗に応じ関係機関との調整が必要である。 
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（２）駅数・駅施設 

① 駅数 

新金線の旅客化は、地域公共交通として位置付けるものであることから、駅勢圏については、高齢

者の一般的な徒歩圏(500ｍ)、鉄道駅勢圏(800ｍ)、バス停勢圏(300ｍ)を参考に、利便性・速達性の

観点も考慮して、300ｍ～800ｍの範囲内とし、駅数については、10 駅と仮定した。 

 

② 駅施設に求められる機能 

ア）定時性・速達性 

車外で事前に運賃収受を行うなど、定時性・速達性を確保するためのスムーズな乗降が可能な

施設 

 

イ）利便性・快適性 

低床で道路－駅－車両の移動が円滑にできるバリアフリーに配慮した構造や、運行情報案内シ

ステムの導入などによる利便性・快適性の高い施設 

 

ウ）シンボル性 

まちのシンボルとなるデザイン性の高い外観 

 

③ ホーム幅員 

関係法令や各種基準を参考に、2.0ｍを確保することとした。 

 

 

 

図 駅構造のイメージ（左：ケースＡ，Ｂ、右：ケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）
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（３）車両基地 

車両基地は、主に新小岩信号場駅付近の JR 貨物用地内に収まるよう検討した。なお、日

常的な点検以外の検査等は外部委託を行うことを仮定したが、実際の運用に当たっては必

要編成数や既存施設への支障等に応じて精査が必要である。 

 

（４）導入車両に係る留意事項 

① 既存貨物線路を LRT 車両が走行する際の留意事項 

既存の貨物線路を走行するケースＡ，Ｂは、導入を想定する LRT 車両が既存貨物線路の

諸基準を満たす必要がある。 

 

ア）軌間 

既存線の間隔と、LRT 車両での間隔が等しいため、影響は想定されない。 

 

イ）受電電圧 

既存線の受電電圧は 1,500V だが、LRT 車両の受電電圧は一般的には 600V や 750V であ

る。複電装置により規格が異なる電圧への対応も可能だが、車両機器等の配置を考慮し

た検討が必要である。 

 

ウ）車輪径 

LRT 車両の車輪径は JR 東の基準より小さいものが多い。このため、分岐器を通過する

際の走行安全性について検証が必要である。 

 

エ）建築限界・車両限界 

普通鉄道車両と LRT 車両では建築限界や車両限界が異なるため、LRT 車両の一部が既

存線の車両限界をはみ出す場合がある。そのため、支障物の有無の確認等走行安全性の

確認が必要である。また、駅施設は、既存線の建築限界の外に築造する必要があるた

め、LRT 車両とホームの間の隙間ができてしまうことから、可動式ステップ等による対

応が必要である。 

 

図 既存線の建築限界・車両限界と LRT 車両の重ね図(左：駅部、右：駅部以外) 



 

23 

② 連節車両導入に係る留意事項 

専用道路及び一般道路を走行するケースＥ，Ｆは、連節車両導入に係り以下のような留

意事項がある 

 

ア）走行 

一部一般道路を走行するケースＦについては、右左折を伴う一部の交差点などで、

停止線の位置や歩道巻き込み等の改修が必要である。また、走行ルートや使用車両の安

全性について、道路管理者、運輸局、警視庁などと協議の上、許可等の申請が必要であ

る（保安基準緩和認定申請、特殊車両の通行許可申請）。 

 

イ）整備・維持管理 

特殊な設備が必要であり、費用や時間を要するため、適切な維持管理体制を構築す

る必要がある。 

 

ウ）クリーンエネルギーの活用 

EV や FCV の連節車両は、現時点で国内メーカーでは生産していないため、国内メー

カーの開発状況を注視するとともに、海外製車両の輸入についても検討が必要である。 

 

エ）海外製車両の導入 

海外製車両を導入する場合、車両の安全性を協議の上、独立行政法人自動車技術総

合機構から認証を受ける必要がある（並行輸入自動車の申請）。また、海外製部品の調

達には費用や時間を要するため、適切な維持管理体制を構築する必要がある。 

 

（５）中川放水路橋梁 

中川放水路橋梁は、昭和 34 年に架橋されたもので、橋脚は２線分が構築されているも

のの、橋桁は１線分のみが架橋されて新金線が走行している。 

旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆについては、架橋されていない橋脚に

橋桁を新設して利用することを前提とした。なお橋脚については、耐震補強を行った上で

使用するものと想定した。 

ただし、実際の使用の可否については、詳細に検討を行い、河川管理者や JR 東等の関

係者との協議が必要である。 

 

 
図 中川放水路橋梁 
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５－３  検討ケースの配線図 

 

これまでの検討を踏まえ各検討ケースにおける配線計画について検討を行った。 

 

図 検討ケースと各ケースの設定(再掲) 

 

 

 

（１）ケースＡ 
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（２）ケースＢ 

 
 

 

（３）ケースＣ 
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（４）ケースＤ 

 
 

 

（５）ケースＥ 
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（６）ケースＦ 
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６ 運行計画の検討 

６－１  運行計画の前提条件 
（１）運行本数 

LRT 車両を使用するケースＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、需要予測に応じた輸送力を確保するた

め、最混雑区間のピーク率を 20％として、混雑率が 150％以下になるようにピーク時の運

行本数を８本/時、オフピークの運行本数を４本/時と設定した。 

連節車両を使用するケースＥ,Ｆは、LRT 車両と比べ乗車定員が少ないことから、ピーク

時とオフピーク時の運行本数をそれぞれ 10 本/時と６本/時に設定した。 

 

（２）ダイヤの設定条件 

駅間平均速度（駅停車時間を除く）は、類似事例から適用法令毎にケースＡ，Ｂは

25km/h、ケースＣ，Ｄは 20km/h、ケースＥ，Ｆの専用道路は 20km/h、一般道路は

13.6km/h に設定した。 

なお、既存の貨物線と線路を共用するケースＡ，Ｂにおいては、貨物列車の運行へ影

響が出ないようダイヤを設定した。 

 

６－２  運行計画まとめ 

前提条件を基にした新小岩駅から金町駅までの全線所要時間は、ケースＡ，Ｂが約 17

～21 分、ケースＣ，Ｄが約 23～26 分、ケースＥ，Ｆが約 26～28 分であった。 

 

表 運行計画と全線所要時間 
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７ 需要予測 

７－１  需要予測の方法 
需要予測のモデルは、交通政策審議会第 198 号答申における鉄道需要予測の考え方を踏

まえた四段階推計法を使用した。将来の東京圏の人口と世帯属性や個人属性に応じた移

動状況に関するデータを用いて、新金線の旅客化をした場合としなかった場合の交通ネ

ットワークにおいて、どの様な移動の変化が起こるかを推計した。 

将来人口について、東京都内は「東京都の人口（推計）（平成 29 年３月）」、その他

の地域は、国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年３

月）」を用いた。将来の葛飾区内の主要な開発における人口の増加についても見込ん

だ。 

移動状況に関するデータは、平成 27 年大都市交通センサス、平成 30 年東京都市圏パ

ーソントリップ調査の統計資料を用いた。 

 

７－２  需要予測の前提条件 

運行本数、所要時間は（P28 第２章の６）で設定したものを用いた。運賃は、近年の

新規路線を参考に～３km は 170 円、４～６km は 210 円、７～10km は 250 円と全ケース

一律で設定した。 

 

７－３  需要予測の結果 

前提条件を基にして需要予測を行った結果、利用人数は、ケースＡ，Ｂが約 37,000～

44,000 人/日、ケースＣ，Ｄが約 29,000～33,000 人/日、ケースＥ，Ｆが約 29,000～

30,000 人/日であった。 

利用者は、主に周辺の鉄道駅利用者からの転換であり、バスや乗用車を代表交通機関

としている利用者からの転換は少なかった。また、新金旅客線の駅を発着地として他社

線との乗継をしている利用者が全体の約 80%を占めた。 

なお、周辺交通への影響については、どのケースにおいても鉄道駅で約 6 千人/日、バ

ス路線で約 1.3 千人/日、乗降人員が減少する結果となった。事業化にあたっては、地域

公共交通全体として、わかりやすく利用しやすい公共交通網となるよう検討していく必

要がある。 

表 需要予測の結果 
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８ 概算事業費 

８－１  概算事業費の前提条件 
（１）基本的な考え方 

・概算事業費は、現在までの調査による構造物・施設の検討に基づき試算したものであ

る。 

 

（２）用地費 

・旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂは、JR 東が保有する線路用地を取得せずに JR

東に使用料を支払うものとした（概算事業費には計上せずに運営費として計上した）。 

・旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは、JR 東が保有する複線用地を取得す

るものとした。 

 

（３）工事費 

・貨物線に近接して工事を行う必要があるため、近接施工、夜間施工の工事単価の割増を

考慮した。 

 

（４）その他留意事項 

・概算事業費は現時点における前提条件を基に試算しており、検討の深度化により変更の

可能性がある。 

・工事費は過去の鉄道工事実績等を参考にデフレーターを考慮し算出、用地費は路線価を

補正し算出したものであり、JR 東及び JR 貨物とは未調整である。 

 

８－２  概算事業費の試算結果 

概算事業費は、ケースＡ，Ｂが約 450～800 億円、ケースＣ，Ｄが約 700～800 億円、

ケースＥ，Ｆが約 320～560 億円であった。 

 

表 概算事業費の試算結果 
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９ 費用便益分析 

９－１  費用便益分析の方法 
「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012 年改訂版）」（国土交通省鉄道局）に

基づき、費用便益分析を実施した。費用便益分析とは、事業による多種多様な効果・影響

のうち、貨幣換算の手法が比較的確立されている、利用者の移動時間短縮や交通費用の減

少、運行事業者の利益の変化、環境負荷低減、道路交通事故減少などの効果を対象に便益

を計測した上で、事業における建設投資額等の費用と比較するものであり、社会的な視点

からの事業効率性を評価するものである。 

 分析の結果から得られる費用便益比（B/C）は、費用に対する便益の相対的な大きさを比

で表すものであり、この数値が大きいほど社会的に見て効率的な事業と評価することがで

きる。 

 

９－２  費用便益分析の前提条件 

・30 年間の総便益と総費用を算出した 

・社会的割引率４％とした 

 

９－３  費用便益分析の結果 

費用便益費比（B/C）はケースＡ，Ｂが約 1.2～1.6、ケースＣ，Ｄが約 0.8～0.9、ケ

ースＥ，Ｆが約 1.1～1.7 であった。 

利用者数が多いケースほど総便益が高い傾向にあり、ケースＡ，Ｂは他のケースと比

べて総便益が高いため、B/C が１を上回った。 

ケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは総便益に大きな差はないが、ケースＣ，Ｄは高架区間延長が

長いことから総費用が高いため B/C が１を下回った。ケースＥ，Ｆは高架区間延長が短

いため、総費用が低く B/C が１を上回った。 

 

表 費用便益分析の結果 
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１０ 事業スキームと採算性分析 

１０－１  スキームの検討 
（１）事業スキーム 

事業スキームは、以下の前提条件に基づき、検討ケース毎に設定した。 

・旅客線運行主体は「第三セクター」又は「民間事業者」とする。 

・施設の保有主体と維持管理主体は同一とする。 

・旅客化施設の保有・維持管理主体は「区」又は「第三セクター」とする。 

・旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂにおいて、土地及び既存施設の保有・維持管理

主体は「JR 東」とする。 

・旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆにおいて、必要な土地は「区」が取得

する。 

以上を踏まえ、各ケースの事業スキームを以下のとおり想定した。 

 

表 ケース毎の想定する事業スキーム 

 

 

ケースＡ，Ｂは、旅客線運行主体は第三セクターとし、既存施設及び土地は JR 東が、旅客

化施設は第三セクターが保有・維持管理する。 

ケースＣ，Ｄは、旅客線運行主体は第三セクターとし、旅客化施設及び土地は区が保有・

維持管理する。 

   ケースＥ，Ｆは、旅客線運行主体は第三セクター又は民間事業者とし、旅客化施設及び土

地は区が保有・維持管理する。 
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（２）補助スキーム 

ケースＡ，Ｂは、鉄道助成制度等の活用事例を参考に「幹線鉄道等活性化事業費補

助」、ケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは公設型上下分離方式の事例を参考に「社会資本整備総合交

付金」等の適用を想定した。 

なお、財源として区の基金である「葛飾区新金貨物線旅客化整備基金」(目標積立額 100

億円)を充当することを想定した。 

 

表 ケース毎の想定する補助スキーム 

 

※想定する補助制度の適用については、今後、関係機関との調整が必要である。 

 

 

表 概算事業費に対して想定する財源 
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１０－２  収支採算性の分析 

（１）収支採算性分析の方法 

国土交通省鉄道局「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル(2012 年改訂版)」に基づ

き、収支採算性分析を行った。収支採算性分析では、事業で得られた運賃収入と、運営

費用、初期投資のために調達した資金の利子、元本の償還、税金等の支出とを比較し、

事業の運営が成立するかどうかを評価するものである。 

 

（２）収支採算性分析の前提条件 

・ケースＡ，Ｂは、旅客線運行主体が、無償資金として幹線鉄道等活性化事業費補助及び

出資金を、有償資金として銀行等からの借入金を財源として旅客化施設整備、車両購

入、維持管理をする想定である。そのため、旅客線運行主体が有償資金を一定期間で償

還可能か検討する（分析対象は旅客線の運行主体の営業収支及び資金収支）。 

 

・ケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは、区が旅客化施設整備、車両の購入・保有をする公設型上下分

離方式とし、社会資本整備総合交付金等の適用想定である。旅客線運行主体は、旅客化

設備整備、車両の購入・保有をしないため、収入が運営費を上回るかのみ検討する（分

析対象は旅客線の運行主体の営業収支のみ）。 

 

・旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂは、既設線走行にかかる使用料及び、旅客化線

路の維持管理の委託費、土地使用料を JR 東に対して支払う想定とする。 

 

・旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは、旅客化施設及び車両の使用料を区

に対して支払う想定とする。 

 

・人件費・経費単価は、旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂは営業キロが近い鉄道事

業者を、旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆは類似路線を運行している軌

道事業者を参考とした。 
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（３）収支採算性分析の結果 

① 営業収支分析   

全ケースにおいて、営業収入が営業支出を上回った。 

 

表 営業収支分析の結果 

 

 

② 資金収支分析(ケースＡ,Ｂのみ) 

ケースＡ，Ｂについては旅客線運行主体が施設整備を行う事業スキームを想定してい

るため、建設費償還等を含む資金収支について検討を行った。 

ケースＡ，Ｂの資金収支はいずれも、建設費償還、借入金利息等の支出が大きく、累

積資金収支が黒字転換しない（初期投資が回収できない）結果となった。今後具体的な事

業計画を策定する際には、補助制度の動向や、その他の資金調達方法の検討も必要であ

る。 

 

表 資金収支分析の結果 
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第３章 検討のまとめと今後の展望 

１ 各ケースの比較 

表 各ケースの比較 
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２ 各ケースの評価及び考察 

検討結果の比較は表のとおりであるが、今後事業化を検討する際に特に考慮が必要な機能

性、事業性、施設計画について、以下に詳細に記載する。 

２－１ 機能性 

定時性や速達性、輸送力等の機能性については、どのケースにおいても旅客化に求めら

れる機能（P６第１章の４）を満たすよう検討したが、施設計画や運行計画により差異が

生じている。 

速達性については、行き違い区間や高架区間等の設定により、約 17 分から約 28 分と 10

分程度の差が生じている。旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂで最も短く、旅客線と

貨物線を分離して専用道路を整備するケースＦにおいては、一部一般道路を活用すること

から所要時間が伸びる結果となった。また、一般道路を活用する場合には、走行する一般

道路の交通状況による定時性への影響や、定時性・速達性による需要への影響についても

留意する必要がある。 

２－２ 事業性 

事業性については、公共事業の政策評価手法である①費用便益分析、②収支採算性分析

によって検証を行った。 

① 費用便益分析 

費用便益分析においては、主に需要予測に応じた利用者便益と事業費により結果が異

なる。旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂについては、他のケースに比べ所要時間

が短く、需要予測における利用者数が大きいことが影響し、B/C が１を上回る結果となっ

たが、旅客線と貨物線を分離して鉄軌道を整備するケースＣ，Ｄにおいては、所要時間

が伸びることによる利用者数の減少及び用地取得等による事業費増加の影響から、どち

らも１を下回る結果となった。また、旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備するケ

ースＥ，Ｆにおいては、利用者数はケースＣ，Ｄと同程度である一方、設備費等におけ

る概算事業費減少の影響から、どちらも１を上回る結果となった。 

② 収支採算性分析 

収支採算性分析においては、事業スキームや資金調達手法により結果が異なる。単年

度の営業収支については、どのケースにおいても収入が支出を上回る結果となった。一

方で、旅客線と貨物線を共用するケースＡ，Ｂについては、貨物車両と線路を共有する

ことから鉄道助成制度の適用を想定しているが、現行補助制度では補助率が低いことか

ら、整備も担う旅客線運行主体における借入金が大きく、累積資金収支が黒字転換しな

い結果となった。 

旅客線と貨物線を分離するケースＣ，Ｄ，Ｅ，Ｆについては、類似事例を基に現行補

助制度の適用を想定することで、財源が一定程度確保できることを確認できた。また、

公設型上下分離方式の適用を想定し、運行主体が整備主体と独立して運営するもので、

単年度の営業収支が黒字であることから、旅客線運行主体においても事業性が担保され

ることを確認した。 
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事業性については、施設計画や運行計画に基づく需要予測や資金調達手法によって結果

が異なることから、事業化にあたっては、所要時間の短縮など更なる機能性向上に向けて

検討を深めていくとともに、補助制度の動向等も踏まえながら進めていく必要がある。 

 

２－３ 施設計画 

施設計画において特に考慮しなければならない事項としては、①金町駅への接続方法 

②国道６号との交差方法についてである。 

① 金町駅への接続方法 

ケースＡ～Ｅにおける金町駅への接続については、既存保守線路上へ高架化による走

行空間の整備を想定したが、既存保守線路上への高架構造物の建設については、既存施

設への影響が大きく困難が想定される。このため、事業化を行う際には高架化工事の実

現性について詳細な検証を行う必要があり、現時点では実現性の担保を得られていな

い。 

旅客線と貨物線を分離して専用道路を整備し一部一般道路も活用するケースＦについ

ては、金町駅北口駅前広場への接続を想定したが、既存の北口駅前広場及び接続道路に

おいては、滞留スペースの確保や連節車両のスムーズな走行に課題があり、こうした課

題への対応が困難な場合には、駅周辺エリアまでの暫定的な整備についても検討が必要

である。また、金町駅北口駅前広場及びその前後の道路では、拡張・拡幅が計画されて

おり、こうしたまちづくりとも連携した検討を行っていく必要がある。 

② 国道６号との交差方法 

国道６号の新宿～金町間では現在、新宿拡幅事業が進められているが、本事業の計画

縦断図で示されている新金線の立体化については、現時点では事業手法や完了時期が明

らかになっていない。このため、国道６号を旅客線が高架化して交差するケースＡ，Ｃ

については、新宿拡幅事業の事業進捗も踏まえながら検討する必要があり、事業化に

は、一定程度の期間を要することが予想される。 

また、貨物線と並行して国道６号と平面で交差するケースＢ，Ｄ，Ｅにおいては、安

全性を確保した交通処理に課題が残っており、検討の深度化の際には平面交差の実現性

について関係機関と更に詳細な検証を行う必要があり、現時点では実現性の担保を得ら

れていない。 

施設計画については、現時点ではどのケースにも一定程度の課題が生じている。一方

で、こうした課題は、外部環境の変化に大きく影響を受けるものであり、解決の手法や期

間も変化することが想定される。本検討は現況に基づく検討を行ってきたが、事業化にあ

たっては、こうした外部環境の変化も考慮しながら検討していく必要がある。 
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おわりに 

 

高齢社会の進展やカーボンニュートラルの潮流など、社会の変革とともに、地域公共交通の重

要性は今後もますます高まっていく。一方で、コロナ禍によるライフスタイルの変化や慢性的な

運転手不足など、地域交通を取り巻く状況の変化への対応も求められており、地域の多様な主体

が連携・協働し、利便性・持続可能性の高い地域公共交通の構築を進めていくことが重要であ

る。 

新金線旅客化は、区内の南北を繋ぐ交通ネットワークとして地域内の交通利便性を大きく向上

させ、まちづくりの発展や地域の活性化など、地域社会の持続的な発展に寄与する、新たな地域

公共交通の核となる重要な役割を担うものである。 

本検討では、こうした旅客化の意義に鑑み、求められる機能やサービス水準の整理を行うとと

もに、これに対応した旅客化の整備手法として大きく３つのケース（旅客線と貨物線を共用する

ケース、旅客線と貨物線を分離して鉄軌道を整備するケース、旅客線と貨物線を分離して専用道

路を整備するケース）を想定した。また、検討において特に考慮しなければならない、金町駅へ

の接続方法や国道６号との交差方法といった課題を踏まえ、更に詳細にケース設定を行い、施設

計画や運行計画、事業性等の確認を進めてきた。 

前述のとおり、本検討における各ケース間では、事業性、機能性、施設計画においてそれぞれ

課題が異なる。このため、区が事業化を進めていく際には、こうした各ケースにおける課題の相

関関係を考慮するとともに、所要時間の短縮や資金調達方法など、更なる機能性や事業性の向上

についても検討を深めていくことが望ましい。また、貨物列車の運行や道路交通、周辺住環境な

どへの影響についても、関係機関と引き続き協議を行い、詳細に検討していくことが必要であ

る。 

なお、本検討は、現行の法制度や計画、施設の現況等に基づくものであるが、将来に向けて

は、鉄道施設の使用状況や周辺道路交通などの外部環境の変化、自動運転等の技術の進展などに

も注視し、実現を目指していくことが望まれる。今後は、本検討を基に、関係機関のみならず、

沿線を中心とした地域との連携・協働も図り、地域に根差す交通機関としての将来像を描きなが

ら、持続的な地域公共交通ネットワークとなるようさらに取組を進めていただきたい。 
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